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村の将来像●最上川・笑顔・いきいき・夢あふれる故郷（ふるさと）戸沢村空き家について考える
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き
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人
口
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少
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核
家
族
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背
景
に
、
全

国
的
に
空
き
家
が
増
え
て
い
ま
す
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空
き
家
が
発
生
す
る
要
因
は
、「
解
体

費
用
を
か
け
た
く
な
い
」「
物
件
を
相
続

し
た
が
遠
方
に
住
ん
で
い
る
」「
特
に
困

っ
て
い
な
い
」
な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
が
、

戸
沢
村
で
も
令
和
元
年
に
は
82
件
だ
っ
た

空
き
家
が
、
令
和
5
年
に
は
102
件
と
増
加

傾
向
に
あ
り
、
苦
情
や
相
談
も
寄
せ
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
今
で
は
身
近
な
問
題

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
村
で
は
倒
壊
な
ど
の
お
そ
れ
が
あ
る
空

き
家
の
所
有
者
に
対
し
て
、「
指
導
」「
勧

告
」
お
よ
び
「
命
令
」
な
ど
の
行
政
指
導

を
行
い
、
命
令
に
従
わ
な
い
場
合
は
所
有

者
の
氏
名
な
ど
情
報
の
公
表
を
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
全
国
的
に
空
き
家

問
題
が
深
刻
化
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
、

こ
の
度
、
固
定
資
産
税
の
軽
減
措
置
が
受

け
ら
れ
な
く
な
る
空
き
家
の
基
準
を
広
げ

る
対
策
（
下
記
参
照
）
も
と
ら
れ
、
年
々

処
遇
は
重
く
な
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　
使
用
可
能
な
空
き
家
で
あ
れ
ば
賃
貸
や

売
買
で
活
用
す
る
と
い
っ
た
選
択
肢
が
あ

り
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
劣
化
が
少
な
く

対
応
が
可
能
な
う
ち
に
、
今
後
に
つ
い
て

家
族
と
話
し
合
っ
て
お
く
こ
と
が
重
要
で

す
。
大
切
な
思
い
出
の
詰
ま
っ
た
家
の
こ

と
を
、
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
？

空家等対策の推進に関する空家等対策の推進に関する
特別措置法の一部を改正する法律が特別措置法の一部を改正する法律が

令和５年１２月１３日より施行されました。令和５年１２月１３日より施行されました。
空き家は放置せず、「「片片

除 却

付ける付ける」・「」・「活活
活 用

かすかす」」で住みよい街に。

管理不全空家

窓や壁が
破損しているなど、
管理が不十分な状態。

特定空家

そのまま
放置すると倒壊等の
恐れがある状態。

※市区町村からの指導に従わず、勧告を受けてしまうと固定資産税の軽減措置が受けられなくなります。

固定資産税等の軽減措置の対象外

特定空家に加えて管理不全空家も指導・勧告の対象となりました。
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空き家を解体するには？

空き家を解体するには？

管理されていない空き家はどうなっていくの？

問合せ先　建設水道課　建設係　☎０２３３―７２―２５４７

危険な空き家にしないために
○定期的な換気・掃除など、適切な管理を

しましょう。
○近隣の方へ緊急連絡先や来る頻度などを

伝えておきましょう。

空き家バンクの推進（R6年1月10日現在）

　空き家バンク 相談数　　３１件　
　　〃　　　　 登録数　　１２件
　　〃　　　　 契約数　　　３件
　　〃　　商談中 件数　　　０件
　空き家利用 相談件数　　３２件
　空家バンク物件見学数　 ２０件

使えないと思われる空き家は
早めの撤去にご協力ください

　特に家屋が密集する住宅街のような場所
では、地震などの災害時に倒壊した建物が
道路に崩れてしまうことがあり、その場合
緊急車両が通れない、また避難経路がふさ
がれてしまう可能性があり大変危険です。

空き家の老朽化が進み、解体を考えているが費用がかかってしまう。

空き家の売却を考えているが、売り方が分からない。

空き家の所有者には管理責任があります。

 様々な事態が発生するおそれがあります。
 管理されず放置された空き家には、

 戸沢村空き家バンクへ！（登録無料）
 空き家を貸したい方・売りたい方は

 ご利用ください。
 「戸沢村老朽危険空き家解体事業費補助金」を

•隣家や歩道に雑草が伸び放題。。。
　害虫の発生や火災の原因になることもあります。
•塀が崩れたり、瓦が落ちる。。。
　歩行者がケガをするなどの事故が起きた場合、所有

者が損害賠償責任を負う場合があります。
•猫やタヌキが住み着く。。。
　排泄物などで建物の腐敗が進み、また近隣の家へ侵

入するおそれもあります。
•窓ガラスが割れ、家の中が丸見え。。。
　不審者の侵入や放火など犯罪が起きるおそれがあり

ます。

　空き家バンクは戸沢村の空き家の物件
情報を村ホームページで情報提供し、物
件を売りたい・貸したい方と、買いたい・
借りたい方を仲介する制度です。空き家
は誰かにとって必要な家かもしれません。
お気軽にご相談ください。

空き家バンク
ＨＰ

　村では、老朽化で周囲に危険を及ぼすおそれがある
と判断された空き家を解体する場合、解体費用の一部
を補助しています。申請前にご相談ください。
　

【補助額】補助率１／３（上限１００万円）

倒壊

火事

悪臭

侵入

害虫 雑草

景観
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　この度、メジャーで活躍する大谷翔平選手が寄贈した
グローブが戸沢学園にも届き、１月18日（木）、児童に
お披露目されました。
　世界的スターからのプレゼントに児童たちは目を輝か
せ、代表の児童が実物を手に取り実際にキャッチボール
を行うと、とても嬉しそうな表情を浮かべていました。
　またグローブと一緒に届いた「野球しようぜ」という
メッセージも紹介され、児童たちにとって最高のプレゼ
ントになりました。
　グローブは児童たちが触れられる場所に設置し、今後
体育の授業で使用する予定で、大事に使っていきたいと
のことです。一般の方で見学を希望される場合は、戸沢
学園へお問合せください。

　12月14日（木）、戸沢学園内の募金活動により集まっ
た赤い羽根共同募金と災害義援金が、学園を代表して訪
れた８年生の安食花菜さん（出舟）と６年生の野澤琳音
さん（古口）の２人によって社会福祉協議会へ届けられ
ました。
　今回いただいた募金は、一人暮らし高齢者の集いや障
がい者の社会参加への支援、福祉教育、災害・除雪など
のボランティア活動に使わせていただきます。
　この度はご協力、誠にありがとうございました。

　12月25日（月）、戸沢保育園にて乙夜塾の方々を講師
に迎え「なし団子」づくりが行われました。杵と臼での
餅つき体験や手で丸めて団子を作る作業に子ども達は大
盛り上がりでした。
　粉だらけになりながら団子を丸める姿や、高い枝に一
生懸命に手を伸ばして団子を刺して飾りつけをする姿が
見られ、最後には立派ななし団子が完成しました。
　参加した園児たちは、初めてのなし団子づくりに小さ
な手で一生懸命取り組み、「楽しかった」「また作りたい」
と笑顔で話してくれました。

「なし団子」づくりに挑戦！

大谷翔平選手のグローブが届く

赤い羽根共同募金と災害義援金が届けられました

今月の一枚今月の一枚今月の一枚今月の一枚
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　１月20日（土）～ 22日（月）の３日間、「第33期中井町・
戸沢村青少年ふれあい交流事業」が開催され、神奈川県
中井町から児童９名、引率者６名が戸沢村を訪れました。
　３日間の中で、自分たちでついた餅やひっぱりうどん
を食べ、願い事を書いた紙風船の打ち上げやわら細工の
作成など、戸沢村らしさを経験しました。また、ソリ滑
りや雪合戦などの雪遊び、神室スキー場でのスキー・ボ
ード教室を通して雪に触れることもでき、児童たちは思
い切り最上の冬を満喫していました。
　中井町の児童からは、「自分たちの町ではできない体
験ができた。いい経験になった」との言葉も聞かれました。
　児童たちにとってよい機会となるよう、今後も一層密
な交流を図っていきます。

ようこそ、中井っ子！！

ご受章おめでとうございます！

介護食を学ぶ

　令和５年秋の叙勲で、戸沢村の海藤行雄さん（向名高）が瑞宝双光章を受章されました。海藤さんは元日本
郵政公社職員として特定郵便局長を勤め上げる等、郵政事業への功労が評価されております。
　この度のご受章、誠におめでとうございます。

　近年、高齢化の進行と要介護者の増加傾向により、自宅で介護せざるを得ないケースが増えると懸念され、
在宅介護の重要性が唱えられています。そこで12月11日（月）、戸沢村食生活改
善推進員を対象に、在宅介護に必要な栄養や調理の知識・技術の習得を目的に、「家
庭でできる介護食」をテーマに料理教室が開催されました。当日は16人の方が
参加され、楽しみながら介護食を学びま
した。
　推進員の皆さんには食に関する知識の
向上と、地域に出向いての料理教室によ
る学んだ知識の普及・啓発等に努めてい
ただき、戸沢村の食生活の改善のために
活動いただいています。日頃より誠にあ
りがとうございます。
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戸沢村電力・ガス・食料品等価格高騰重点臨時支援給付金
住民税非課税世帯等への７万円給付・子育て世帯加算５万円給付について

制度の概要
　電力・ガス・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯（住民
税非課税世帯等）に対して１世帯あたり７万円の給付金を支給します。また、子育て世帯に児童１人あたり
５万円を加算して支給します。

支 給 金 額
　　１世帯あたり７万円、世帯の児童１人につき５万円
　　※受給は１世帯あたり１回限りです。　　※本給付金は所得税等の課税および差押えの対象とはなりません。

支 給 対 象
１．住民税非課税世帯
　　基準日（令和５年12月１日）において戸沢村に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和５年度の住民税均等

割が非課税である世帯（生活保護世帯も含みます）。
２．子育て世帯加算
　　７万円受給対象世帯のうち基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童（平成17年４月２日生まれ

以降の児童）。令和５年12月２日以降に生まれた新生児および世帯主と生計が同一である児童も対象です。
３．家計急変世帯
　　基準日（令和５年12月１日）から申請日まで引き続き戸沢村に住民登録がある世帯で、予期せず令和５年１

月から申請日までの家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当水準以下であると認められる世帯。
　※定年退職による減収、年金が支給されない月の減収、事業活動に季節性があるケースで通常収入を得られる

時期以外の減収など、あらかじめ収入減少が明らかな場合は予期しない家計急変には該当しません。

支給対象外となる世帯
　•世帯全員が住民税が課せられている者の扶養を受けている世帯
　•住民税が課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
　•すでに戸沢村または他市町村から本給付金の給付を受けている世帯

支給手続き
　①手続きが不要の世帯
　　　戸沢村から令和５年度電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金（１世帯あたり３万円）を受給した

世帯のうち、令和５年12月１日時点で、世帯構成等に変更がない世帯については、３万円を支給した口座に
本給付金を振込みましたのでご確認ください（振込日：令和５年12月26日、令和６年１月31日）。

　②①の対象世帯で子育て世帯加算の対象となる世帯
　　　対象の可能性がある世帯に対し、「子育て世帯加算給付金申請書」を送付します。必要事項を記載の上、必

要書類と共に返送してください。
　③①以外で基準日（令和５年12月１日）において戸沢村に住民登録がある世帯で、世帯全員の住民税均等割が

非課税である世帯
　　　対象の可能性がある世帯に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点臨時支援給付金支給要件確認書」を

送付します。必要事項を記載の上、必要書類と共に返送してください。
　④令和５年１月１日時点で戸沢村に住所がない住民税非課税世帯もしくは令和５年１月２日以降の転入者（住

民税非課税）がいる令和５年度住民税が非課税の世帯
　⑤家計急変世帯
　【④と⑤の申請方法】

　対象と思われる方は、健康福祉課福祉係にお問合せいただくか、戸沢村のホームページをご覧いただき、健
康福祉課福祉係に申請してください。

申 請 期 間  
　令和６年３月15日（金曜日）まで

【連絡先】：健康福祉課福祉係　℡0233-72-2364
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国民年金基金制度のご案内
自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第１号被保険者の皆様へ

毎年、高齢者の雪下ろし中の転落事故が多発しています

〇国民年金基金は、自営業の方やその家族、学生などの国民年金の第１号被保険者の方々がゆとりある老後を
過ごせるよう、国民年金に上乗せする公的な年金制度です。

〇加入できる方は、国民年金に加入している20歳以上60歳未満の方および60歳以上65歳未満の方や海外に居
住されている方で国民年金に任意加入している方です。

〇65歳から生涯受け取ることができる終身年金が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。
〇掛金は金額が所得から控除できるので、所得税と住民税が軽減されます。受け取る年金も公的年金等控除の

対象になりますので、税制面で優遇されます。
〇万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支払われますので、掛け捨てになりません。（一部の年

金タイプを除く）遺族一時金は全額非課税です。※2023年１月現在
〇加入した時に確定した掛金額と年金額は変わりません。（ご加入時の内容でお支払いした場合）
〇ご加入いただいた後も掛金の額を口数単位で増減できます。
　
問合せ先　全国国民年金基金　南東北支部　０１２０（６５）４１９２
　　　　　〒980－0021　宮城県仙台市青葉区中央4－10－3  ＪＭＦビル仙台01  12Ｆ

何よりも命を守ることが大切
〇本当に雪下ろしが必要な積雪か、今一度考えてくださ

い。隣の家がやっていても、自分の家が必要な状況と
は限りません。

〇「自分は慣れているから大丈夫」、「今まで落ちなかっ
たから大丈夫」は、転落した人も思っていたことです。

６５歳以上の雪害事故
【山形県内の過去５年間の事故発生状況】

死亡事故　▷　　３３人
雪害事故　▷　３５９人

事故に遭われた方の生の声
【概要】屋根の雪下ろし作業中に、はしごとともに転落
　　　　（腰椎圧迫骨折、全治4か月）

【事故前後の心境】事故前は、そもそも転落することな
ど考えていなかった。屋根の上でもヘルメットや命綱
を付けることなく作業した。もちろんはしごも固定し
ていない。考えが甘かった。今思えば、ヘルメットや
命綱の装着、はしごの足部を雪で固定するなど、でき
る対策があった。後悔している。

〇２人以上で周囲にも注意！　〇使いやすい除雪道具を！
〇屋根の雪のゆるみに注意！　〇安全な服装で！
〇命綱を使いましょう！　　　〇はしごはしっかり固定！
〇無理な作業はやめましょう！
〇順序を守って、足場は特に注意！

命を守る雪下ろし
　　　 つの
　　　 ポイント８
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　年金の手続きは、年齢や請求する年金の種類によって手続きが違います。大きく分けて、“老齢年金”、 “障害年金”、
“遺族年金” に分けられます。今回は、“障害年金” についてお知らせします。
　
 【障害年金とは】 

　障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

 【受 給 要 件】 
　障害年金には、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めての診療を受けたときに、国民年
金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。

障害基礎年金 障害厚生年金

①初診日（＊1）が次のいずれかの間にあること
•国民年金加入期間
•20歳前で年金制度に加入していない期間
•国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金

制度に加入していない期間

①厚生年金保険の被保険者である間に障害の原
因となった病気やけがの初診日（＊1）がある
こと。

②障害の状態が、障害認定日（＊2）または20歳
　に達したときに、1級または2級に該当し
　ていること

②障害の状態が、障害認定日（＊2）に1級から
3級のいずれかに該当していること。

③保険料の納付要件を満たしていること
　（20歳前の年金制度に加入していない期間に

初診日がある場合は、納付要件は不要です。）
③保険料の納付要件を満たしていること

　（＊1）初診日 
　　　　障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。 
　（＊2）障害認定日 

　障害の状態を定める日のことで、その障害となった病気やけがについての初診日から1年6カ月を過ぎ
た日、または1年6カ月以内にその病気やけがが治った場合（症状が固定した場合）はその日をいいます。

　
◆障害認定日に障害の状態が軽くても、その後重くなったときは、「障害基礎年金」「障害厚生年金」を受け取

ることができる場合があります。

 【対象となる病気やけがとは】 
１．外部障害 
　　　眼、聴覚、肢体（手足など）の障害など 
２．精神障害
　　　統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など 
３．内部障害 
　　　呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど

〜  〜  障 害 年 金 に つ い障 害 年 金 に つ い て  〜て  〜
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 【該当する状態】 
◇障害年金が支給される障害の状態に応じて、法令により、障害の程度が定められています。

障害の
程度
１級

　他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。身
のまわりのことはかろうじてできるものの、それ以上の活動はできない方、入院や在宅
介護を必要とし、活動の範囲がベットの周辺に限られるような方が１級に相当します。

障害の
程度
２級

　必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によっ
て収入を得ることができないほどの障害です。
　例えば、家庭内の軽食をつくるなどの軽い活動はできても、それ以上重い活動はでき
ない、また入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方が２級に相
当します。

障害の
程度
３級

　労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするよ
うな状態。日常生活にはほとんど支障ないが、労働については制限がある方が３級に相
当します。

 【納 付 要 件】 
〇保険料納付要件について

　初診日の前日において、初診日がある月の２カ月前までの被保険者期間で国民年金の保険料納付済期間（厚
生年金保険の被保険者期間などを含む）と保険料免除期間を合わせた期間が２／３以上あること。
　※保険料納付要件の特例 
　　　•初診日が令和8年４月１日前にあること
　　　•初診日において65歳未満であること
　　　•初診日の前日において、初診日がある２カ月前までの直近１年間に保険料の未納期間がないこと

　
　　　　　　　　　　※イメージのため実際の支給額と異なる場合があります。 【障害年金の額】　  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　障害の状態により、障害基礎年金は１級・２級。障害厚生年金は１級～３級の年金を受け取ることができます。
　また、障害厚生年金の１級・２級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

　
◆１級・２級の障害基礎年金または障害厚生年金を受け取ることができる方には、生計を維持されている配偶者

や子がいるときは加算額を受け取ることができます。

障害厚生年金 1 級
報酬比例の年金額

× 1. 25

障害基礎年金１級
9 9 3 , 7 5 0 円 
 （令和 5 年度）

障害厚生年金 2 級
報酬比例の年金額

障害基礎年金 2 級
7 9 5 , 0 0 0 円
（令和 5 年度） 

障害厚生年金 3 級
報酬比例の年金額

（＊1）
障害手当金

（＊2）

 【相談・お手続きについては、下記にお問合せください。】 
　　　　　　　　　　　　　　　　ーーーお問合せ先ーーー
　　戸沢村役場　健康福祉課　医療介護係 日本年金機構　新庄年金事務所　お客様相談室
　　TEL　0233-72-2364（健康福祉課） 　 TEL　0233-22-2050（自動音声案内開始後1番→2番） 

厚生
年金

（2階） 

国民
年金

（1階） 

報酬比例とは
　報酬比例の年金額は厚生年金の加入期間、
　平均標準報酬月額などにより計算されます。

（＊1）最低保証額は 596,300 円
（＊2）（報酬比例額の年金額 ×2）を一時金として
　支給。最低保証額は 1,192,600 円
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地域おこし協力隊　活動報告地域おこし協力隊　活動報告
　地域おこし協力隊とは、人口の減少や高齢化により人材不足が叫ばれている過疎地域等へ、都市地域から
移り住み、地域の活性化のために活動する。そんな人たちのことを指します。戸沢村にも、２人の地域おこ
し協力隊が村おこしのために日々活動しています。
広報とざわでは、２名の活動の様子を紹介します。

　

今
月
は
、
2
月
に
開
催
さ
れ
る
報
告
会
兼
マ
ル
シ
ェ
イ
ベ
ン
ト

の
お
知
ら
せ
を
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
　

　
【
活
動
報
告
会
兼
イ
ベ
ン
ト
の
お
知
ら
せ
】

　

第
1
回　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
が
お
く
る
！

　
　
　
　
　

と
ざ
わ
マ
ル
シ
ェ

　

〇
日
に
ち　

 

2
月
17
日(

土)

　

〇
時　

間　

 

10
時
～
15
時　

　

〇
場　

所　

 

戸
沢
村
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
（
旧
神
田
小
学
校
）

　

〇
イ
ベ
ン
ト
内
容　

　
　

【
室
内
】

　
　
　

★
イ
ベ
ン
ト
ル
ー
ム　
　
　

11
時
～
13
時　

活
動
報
告
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

飲
食
ス
ペ
ー
ス

　
　
　

★
体
育
館　
　
　
　
　
　
　

バ
ブ
ル
サ
ッ
カ
ー
大
会

　
　
　

★
玄
関　
　
　
　
　
　
　
　

縁
日(

小
学
生
以
下
対
象)

　
　
　

★
廊
下　
　
　
　
　
　
　
　

ハ
ン
ド
メ
イ
ド　

な
ど

　
　
　

★
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム　

バ
ザ
ー
（
冬
・
春
物
）

　
　

【
屋
外
】

　
　
　

★
学
習
セ
ン
タ
ー
駐
車
場　

キ
ッ
チ
ン
カ
ー

　

〇
報
告
会
に
つ
い
て

活
動
で
制
作
し
た
作
品
や
、
地
域
の
魅
力
を
掲
示
、
ま
た

11
時
か
ら
15
時
の
間
に
報
告
会
（
発
表
の
よ
う
な
も
の
）

を
し
な
が
ら
、
の
ぐ
ち
っ
娘
の
豚
ま
ん
の
ふ
る
ま
い
も
予

定
し
て
お
り
ま
す
♪

　

〇
駐
車
場
に
つ
い
て

ぽ
ん
ぽ
館
北
側
の
駐
車
場
に
自
家
用
車
を
停
め
、
送
迎
バ

ス
が
30
分
に
一
度
往
復
し
ま
す
の
で
そ
れ
に
乗
り
イ
ベ
ン

ト
会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　

あ
る
方
が
、
任
期
を
一
年
以
上
残
し
て
、
協
力
隊
を
辞
め
ら
れ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
そ
の
こ
と
を
ど
こ
か
引
き
ず
っ
て
い
る
自
分
が
お
り
ま
す
。

彼
の
退
任
の
こ
と
を
間
接
的
に
聞
い
て
、
思
わ
ず
彼
の
携
帯
に
お
電
話
し

た
そ
の
日
は
、
彼
が
戸
沢
村
を
発
た
れ
た
日
で
し
た
。
5
分
24
秒
の
電
話

の
中
で
、
私
が
彼
に
お
伝
え
し
た
か
っ
た
こ
と
は
、
同
じ
地
域
の
協
力
隊

と
し
て
、
上
手
に
連
携
が
取
れ
な
い
で
し
ま
っ
た
こ
と
へ
の
心
か
ら
の
お

詫
び
で
、
う
ま
く
お
伝
え
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
戸
沢
の
移
住
定
住
に

関
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の
立
ち
上
げ
を
さ
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
、
心

か
ら
の
感
謝
と
労
い
の
気
持
ち
で
し
た
。

　

今
、
私
は
、
4
月
以
降
の
生
活
の
場
を
探
す
当
人
と
し
て
、
身
を
も
っ

て
こ
の
地
域
に
定
住
す
る
際
の
難
し
さ
を
、
様
々
経
験
し
て
お
り
ま
す
。

人
に
よ
っ
て
事
情
は
異
な
り
ま
す
が
、
Ｕ
タ
ー
ン
で
は
な
く
、
そ
の
地
域

に
縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
人
を
定
住
さ
せ
る
に
は
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー

チ
の
仕
方
が
有
効
な
の
か
、
村
内
外
の
色
々
な
方
に
、
40
代
で
再
び
無
職

に
な
る
自
身
の
悩
み
を
打
ち
明
け
な
が
ら
話
を
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
、
私
は
、
最
上
地
域
や
山
形
県
の
他
の
協
力
隊
と
の
「
情
報

交
換
会
」
な
る
場
に
定
期
的
に
参
加
を
し
て
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
、
大

変
興
味
深
い
の
は
、
次
第
に
「
当
初
の
輝
き
」
を
失
っ
て
い
っ
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
し
ま
う
隊
員
が
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で

す
。
繰
り
返
え
さ
れ
る
「
歴
史
」。
未
来
の
協
力
隊
に
と
っ
て
も
、
受
け

入
れ
る
自
治
体
に
と
っ
て
も
、
あ
ま
り
望
ま
し
い
姿
で
は
な
い
よ
う
に
感

じ
て
お
り
ま
す
。
自
治
体
と
地
域
と
の
間
で
板
挟
み
に
遭
う
協
力
隊
と
し

て
、
こ
の
問
題
の
構
図
を
捉
え
る
だ
け
で
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
地
域
と

協
力
隊
の
間
で
板
挟
み
に
遭
う
自
治
体
と
し
て
も
、
捉
え
ら
れ
ま
す
。
い

や
、
む
し
ろ
協
力
隊
な
ど
地
域
と
し
て
要
望
し
た
覚
え
は
な
く
、
私
の
よ

う
に
、
図
々
し
く
も
面
倒
事
を
地
域
住
民
に
持
ち
込
む
者
は
、
早
々
に
御

免
こ
う
む
り
た
い
と
思
っ
て
ら
っ
し
ゃ
る
方
が
、
実
は
大
多
数
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。「
イ
ヤ
だ
わ
、
私
っ
た
ら
。
今
頃
に
な
っ
て
よ
う
や
く
気
づ
き

ま
し
た
の
」　

國
峯

地
域
お
こ
し
協
力
隊
日
月
抄
　
第
三
十
四
話

地
域
お
こ
し
協
力
隊
日
月
抄
　
第
三
十
四
話

長
沼
　
栞 

隊
員

問合せ先：地域おこし協力隊　長沼　 ☎0233-29-7475　 kyouryokutai.22@gmail.com
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日 月 火 水 木 金 土

　 　 　 　
2/1
夜間

2
夜間

3
午前

4
休館

5 6 7 8
夜間

9
夜間

10
午前

11
休館

12
休館

13 14 15
夜間

16
夜間

17
午前

18
休館

19 20 21 22
夜間

23
休館

24
午前

25
休館

26 27 28 29 　 　

しごとば／鈴木　のりたけ
美容師、新幹線運転士、すし職人、自
動車整備士、木のおもちゃ職人、革職
人、歯医者、パティシエ、グラフィッ
クデザイナーと、９つの職業の人達
がそれぞれ持つ自分の城「しごとば」
を実際にのぞき見しているかのよう
に忠実に描かれた絵本。大人が読んでも楽しめます！

ももからうまれたおにたろう／リリー（見取り図）
人気芸人・見取り図のリリーによ
る、絵本作家デビュー作。
もしも、桃太郎の桃が、おばあさん
ではなく鬼に拾われていたら…？
桃太郎と鬼のあいだに芽生える

「愛」に、きっと誰もが涙する ―。

世界でいちばん素敵な海の教室／藤岡　換太郎
科学的にも神話的にも、海はすべての
命の源です。母なる海に、人は知らず
知らずに惹かれます。海はどうして
青いの？海はむかしからあったの？とい
った海にまつわる素朴な疑問に、美し
い写真を添えてシンプルかつ分かりや
すくこたえたビジュアルブックです。

開館時間 ： 月・火・水　9：00～17：00
　　　　　  木・金　　　9：00～19：00
　　　　　  土　　　　　9：00～12：00

戸沢村中央公民館図書室戸沢村中央公民館図書室

本のススメ　 本のススメ　 

vol.131vol.131
今月は戸沢村中央公民館図書室
の中の人の推し本をご紹介！

タイトル：赤い蝋燭と人魚
作 者 名：小川　未明
コメント：ディズニー映画「リト
　　　　　ル・マーメイド」が大好きなので、きっ

と人魚が登場する素敵なおとぎ話なんだ
ろうなぁ…と勝手に思い込み、わくわく
しながら読み始めて、衝撃を受けました。

　　　　　ネタバレ回避のため詳しくは言いません
が…。童話だけど大人向け。中学生以上
におすすめしたいです。

　　　　　内容はとても重く悲しく絶望的ですが、
酒井駒子さんの挿絵が素晴らしくて、思
わず何度も読み返してしまいます。

☆第16
回☆

12日と23日は祝日のためおやすみです。

•出版後10年以内の図書
•出版後10年以上経過していても戸沢村や山形
　県に関する図書
•図書室に所蔵する必要があると判断される図書

※ 寄贈本の取り扱いについては、戸沢村中央公
　 民館図書室に一任していただきますので、本
　 の返却には応じることができません。
　 ご了承ください。
　　お問い合わせ先／℡　0233-72-2304
　　　　　　　　　戸沢村中央公民館　まで

寄贈図書の受け入れについて
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まちづくり課からのお知らせ

共 育 課 か ら の お 知 ら せ

戸沢村プレミアム付き商品券　有効期限のお知らせ

民泊体験受け入れのお願い

戸沢村教育振興修学資金のご案内

　令和５年10月に販売された「戸沢村プレミアム付き商品券」と、7月に配布された「とざわ応援商品券」の
有効期限は共に２月末日までとなります。
　村内での外食、日用品や食料品の購入やリフォームの支払いなど幅広くご活用いただけるお得な商品券です
ので、使い忘れの無いようご注意ください。
　商品券は有効期限を過ぎるとその効力を失います。返金は一切受け付けられません。
　
　　•戸沢村プレミアム付き商品券
　　•とざわ応援商品券

　　　　　　　有効期限　　令和６年２月２９日（木）　まで
　

※商品券についてのお問い合わせ・・・　もがみ北部商工会戸沢事務所　☎0233-72-2665

　仙台市から中学２年生の子供達が野外活動の一環として村内に農業体験及び民泊体験に来る予定です。ぜひ
戸沢村一体となって子供たちの民泊体験の受け入れにご協力いただけませんでしょうか。初めての方も当団体
が事前にお伺いしてご説明させていただきます。※受け入れて頂いた方には謝礼も予定しております。
　
日　程　：　令和６年5月21（火）及び22日（水）の２日間（泊まる子供たちは替わります）
時　間　：　泊まる日の16時～ 17時頃から翌日8時頃まで（夕食と朝食まで提供お願いします）
人　数　：　基本的には５人前後でのお願いです（それ以外は相談させてください）
　

問合せ先：NPO法人田舎体験塾つのかわの里　☎0233-73-8051（担当：沼澤）

　戸沢村では、将来社会を担う若者の人材育成や、医師として活躍する事を目指している医学生を応援する奨
学金制度が設けられています。また、令和４年度より医学部医学科に進学（または進学を予定）している医学
生を対象に、年額200万円給付する制度が加わりました。
　
１．貸 与 額　（1）医学部・歯学部　　月額５万円以内
　　　　　　　（2）戸沢村中央診療所勤務の意思のある医学生　200万円以内　◀◀令和４年度より追加
　　　　　　　　　※貸与期間の1.5倍の期間（当該期間が7年に満たない場合は７年）、
　　　　　　　　　　戸沢村中央診療所にて勤務された方は返還が免除されます。
　　　　　　　（3）その他の大学・短大・専修学校等　　月額3万円以内
２．対 象 者　高校を卒業（予定）した者で、大学等に進学し、
　　　　　　　次の要件に該当する方。
　　　　　　　（1）戸沢村に住所を有する者の子弟
　　　　　　　（2）学費支弁に困難と認められる者
　　　　　　　（3）出身校または在学校長の推薦する者
３．募集期間　令和６年２月１日（木）～令和６年４月12日（金）必着
　

 問合せ先：教育委員会（共育課）学校教育係　☎0233-72-3242

修学資金の詳細はこちらのQR
コードをお読み取りいただくか、
下記URLでご確認ください。
（戸沢村HP内）

　▽戸沢村ホームページURL
www.vill.tozawa.yamagata.jp/news/18816/
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みんなですっぺ！健康づくり
令和６年２月戸沢村保健センター予定表

月 火 水 木 金
　 　 　 1 2

午前 　 　 　 ○
休館日

午後 ○
5 6 7 8 9

午前 ○ ○
休館日

○ ○
午後 ○ ○ ○ ○

12 13 14 15 16
午前

休館日
○

休館日
○ ○

午後 ○ ○ ○
19 20 21 22 23

午前 ○ ○
休館日

○
休館日

午後 ○ ○ ○
26 27 28 29 　

午前 ○ ○
休館日

○ 　
午後 ○ ○ ○

午前（8：30から12：00）午後（13：30から17：00）

油の流出事故に注意してください

危 機 管 理 室 か ら の お 知 ら せ

　最近、一般家庭のホームタンクや事業所のタンクから、灯油などの油類が漏れ出し、河川などに流れ出す事
故が増えています。そして、その多くが人的ミスによるものです。
　油流出事故の原因者が費用を負担
　事故を起こすと油の撤去に費用がかかります。そしてその油の回収に
要した費用は事故を起こした原因者が負担することになります。
　
事故を起こした場合や発見した場合
　お近くの消防署・警察署・役場・国や県の機関等へご連絡ください。
　（戸沢村危機管理室：☎0233-32-0125）（新庄警察署：☎0233-22-0110）
　（最上広域消防西支署：☎0233-72-2308）

※自分できれいに清掃したつもりでも、雨とともに流れ出たり、地面に染みこんだ油が時間の経過と
ともに水路に出てくることがあります。また、流出した油を水で洗い流すことは被害の拡大につな
がりますので、絶対にしないでください。

　
油流出事故を防ぐための心掛け
　①  その場を絶対に離れない　▷ホームタンクから灯油を小分けにするときは、絶対にその場を離れてはい
　　  　　　　　　　　　　　　　けません。
　②  配管の場所には目印を　　▷除雪による配管の破損を防ぐために目印をたてておきましょう。
　③  落雪に注意しましょう　　▷屋根からの落雪により配管やホームタンクが欠損する場合があります。
　④  定期点検を怠らない　　　▷日頃から点検に努めましょう
　
毎年１００件前後の油流出事故が発生しています
　毎年、最上川、赤川水系では100件前後の油流出事故が発生しています。ホームタンクの取り扱いには十分
お気をつけください。

地域包括支援センターからのお知らせ

～認知症かな？と思ったら…～認知症かな？と思ったら…

相談窓口のご案内～相談窓口のご案内～

《戸沢村認知症初期集中支援チーム》

　認知症の不安がある方やご家族に早期に関わ

り、医療や福祉につなぐ支援を集中的に行いま

す。包括支援センターの保健師と主任介護支援

専門員がご自宅に訪問し、支援を行います。認

知症初期集中支援チームにお気軽にご相談くだ

さい。

　

 【連絡先】
戸沢村地域包括支援センター　
0233‐32‐0661
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村の将来像●最上川・笑顔・いきいき・夢あふれる故郷（ふるさと）戸沢村

　エンジェルバレエでは、新庄教室・向町教室で、見
学や無料体験レッスンを随時行っています。バレエに
興味がある方、レッスンを再開したい方など男女問わ
ずお気軽にお問合せください。
　
場　所　新庄教室　新庄市民プラザ
　　　　　　　　　18時から（月曜または木曜）
　　　　向町教室　最上町健康センター
　　　　　　　　　17時30分から（水曜または金曜）
対象者　３歳以上
講師・問合せ先　〇佐藤洋子　☎090-2990-8689
　　　　　　　　〇伊藤　毅　☎080-1026-6594

　近年、全国的に救急患者に占める軽症患者の割合が
増加し、病院の救急外来が混み合い、重症患者への対
応が遅れることが心配されています。
　最上地域でも決して他人事ではなく、軽傷の患者さ
んによる救急救命センターや夜間・休日診療所等への
受診が増加しており、緊急性の高い患者さんの治療に
支障をきたすケースが発生しています。
　あなたの大切な人も、明日には救急医療が必要にな
るかもしれません。本当に必要な人が安心して医療が
受けられるようにするため、医療機関等の適正受診に
ご理解・ご協力をお願いします。
　
•救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れ

るためのものです。休日や夜間に受診しようとする
際には、ご自身の受診のタイミングや必要性につい
てもう一度考えてみましょう。

　
•新型コロナやインフルエンザなどの抗原検査は、発

症後すぐに受診しても正しい検査結果が出にくいこ
とが知られています。医療機関等での抗原検査は、
あわてずに必要性について考えてみましょう。

　
•軽い症状の場合は、夜間・休日の受診は控え、まず

は市販薬等での対応をお願いします。そのためにも、
日頃から常備薬・検査キット等の用意をしておくよ
うにしましょう。

　
•夜間・休日の急な病気で心配になったら、まずは、

救急電話相談（＃8500）又は小児救急電話相談（＃
8000）をご利用ください。医師や看護師から症状
に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受け
られます。

日　　時　３月10日（日）13：30開場
　　　　　　　　　　　　 14：00開演
場　　所　新庄市民文化会館　ロビー
料　　金　無料
　
問合せ先：☎0233-22-3383（ナポリ亭・小川）

期　　間　２月21日（水）～２月22日（木）
　　　　　　10時～ 17時
内　　容　生活全般に関する悩みや困りごと相談
相談方法　電話で相談してください
電話番号　0120-39-6029
相 談 料　無料

「エンジェルバレエ」
見学・無料体験レッスン希望者募集

適正受診にご協力ください

合唱団キャッスルサイド定期演奏会

生活なんでも相談ダイヤル

お
知
ら
せ
版

～
各
種
イ
ベ
ン
ト
や
募
集
案
内
～

　山形県では、障がい者等の優先駐車場（車椅子マークがある駐車場）の適正な利用を促進
するため、「山形県身体障がい者等用駐車施設利用証」を対象の方に交付しています。
　しかし最近、利用証を掲示していない車が優先駐車場を利用している、との声が寄せられ
ています。優先駐車場を本当に必要とする方が利用できるように、皆さんのご理解とご協力
をお願いいた
します。

村民の皆さんへお願い

身体障がい者等用駐車場山形県身体障がい者等用駐車施設利用証
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日　　時　３月２日（土）９時～ 12時
場　　所　最上広域交流センターゆめりあ　2階会議室
　　　　　新庄市多門町1-2
料　　金　無料
相談内容　相続・遺言・成年後見・農地転用
　　　　　建設業・契約　など
申 込 み　事前予約制（締切：３月１日）
連 絡 先　山形県行政書士会新庄支部　岸　洋介
　　　　　☎070-8400-7195

　仙台国税局では、バイタリティーあふれる国税専門
官を募集しています。
　国税専門官は、国の財政を支える重要な仕事を担い、
税務署等において、調査・徴収・検査や指導などを行
う税務のスペシャリストです。
　
○受験資格
１. 平成6年4月2日から平成15年4月1日生まれの者
２. 平成15年4月2日以降生まれの者で次に掲げるもの
（１）大学（短大を除く）を卒業した者及び令和７年
　　　３月までに大学を卒業する見込みの者
（２）人事院が（１）に掲げる者と同等の資格がある
　　　と認める者
○受験申込受付期間
　令和６年２月22日（木）から３月25日（月）まで
○受験申込方法
　受験申込みはインターネット申込みとする。
　国家公務員試験採用情報NAVI
　 （https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html）
○第１次試験日
　令和６年５月26日（日）
○試験に関する問合せ先
　仙台国税局人事第二課試験研修係　
　022-263-1111　内線3236
　人事院東北事務局　022-221-2022

採用種目　自衛官候補生・一般曹候補生
募集資格　18歳以上33歳未満の方
　　　　　　海上・航空自衛隊・航空学生・海上自衛隊
　　　　　18歳以上22歳未満
　　　　　　航空自衛隊及び航空学生
　　　　　18歳以上21歳未満
　
　自衛隊に興味をお持ちの方、転職をお考えの方、可
能性を広げたい方、まずはお気軽に下記の問合せ先へ
ご連絡、またはQRから資料のご請求をご利用くださ
い。
　
問合せ先　自衛隊新庄地域事務所
　　　　　☎0233-22-5057

　東北財務局山形財務事務所では、借金返済でお困り
の方の相談窓口を開設しています。相談員が借金の状
況等をお伺いし、必要に応じて、弁護士等の専門家に
引き継ぎます。相談は秘密厳守・無料です。お気軽に
ご相談ください。
　
相談専用電話　023-641-5201
場　　所　山形市緑町2－15－3（山形工業高校東側）
受　　付　月曜～金曜（祝日、年末年始除く）
　　　　　8時30分～ 12時
　　　　　13時～ 16時30分
問合せ先　山形財務事務所理財課

　人事院では、次のとおり国家公務員採用試験を実施
します。

総合職（院卒者・大卒程度）
申込受付【インターネット】
　　　　　　▷2月5日（月）～ 2月26日（月）
第１次試験　▷3月17日（日）

一般職（大卒程度）
申込受付【インターネット】
　　　　　　▷2月22日（木）～ 3月25日（月）
第１次試験　▷6月2日（日）

一般職（高卒者）
申込受付【インターネット】
　　　　　　▷6月14日（金）～ 6月26日（水）
第１次試験　▷9月1日（日）
　
申込方法や受験資格等の詳しい内容については、人
事院ホームページの「国家公務員試験採用情報NAVI」
又は下記にお問い合わせください。
　

問合せ先：人事院東北事務局　第二課　試験係
　　　　　☎022-221-2022

行政書士による無料相談会 2024年度　国家公務員「国税専門官採用試験」
（大学卒業程度）のお知らせ

自衛官等募集のお知らせ

「借金返済に関する相談窓口」のご案内

国家公務員採用試験のお知らせ

資料請求 QR
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